
②談合情報の取り扱い

④手続きを続行

④開札結果と照合

⑥手続きを続行

⑥調査を実施

⑨審議結果に基づき対応

発注機関 

談合情報を受けた者 

①談合情報報告書

事務局 

審議結果通知 

調査結果報告 

審議結果通知 

審議結果通知 

判断結果報告 

判断結果報告 

③審議（調査を要しない）

③報告（調査を要する）

⑤報告（調査を実施）

⑤審議（調査を要しない）

⑦審  議

公正入札調査委員会 

②報告＊

＊職員による入札談合等関与行為 
 に関する内容がある場合は審議 

公正取引委員会 
及び警察本部 

報道機関 

適宜通報 

対応 

○一般原則（談合情報案件）



①談合疑義事実報告書

④手続きを続行

④調査を実施

⑥審議結果に基づき対応

発注機関 

談合疑義事実を把握した者 

事務局 

審議結果通知 

調査結果報告 

審議結果通知 

報告 

②審議（調査の要否について）

⑤審  議

公正入札調査委員会 

公正取引委員会 
及び警察本部 

報道機関 

適宜通報 

対応 

○一般原則（談合疑義事実案件）

報告 

③審議結果の通知

調査を要しない 

調査を要する 
審議結果通知 
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